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 （趣旨） 

第１条 この規程は，岡山大学（以下「本学」という。）において研究活動に従事する外国

人研究者（国立大学法人岡山大学職員就業規則（平成１６年岡大規則第１０号）第２条第

１項第４号の契約職員を除く。以下「外国人客員研究員」という。）の受入れに関し，必

要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 この規程は，外国人客員研究員の受入れに関し，必要な事項を定めることにより，

本学における外国人客員研究員の位置付けを明確にするとともに外国人客員研究員が行

う研究活動に便宜を図り，もって本学の国際交流の円滑な推進と学術研究の国際的発展

に資することを目的とする。 

 （資格） 

第３条 外国人客員研究員として受け入れることのできる者は，次の各号の一に該当する

者で，本学の教授，准教授，講師若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれに相当

する研究業績を有する者とする。 

 一 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者 

 二 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者 

 三 独立行政法人日本学生支援機構帰国外国人留学生短期研究制度実施規程に基づく外

国人研究者 

 四 国立研究開発法人科学技術振興機構業務方法書に基づく外国人研究者 

 五 外国政府，国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者 



 六 前各号に掲げるもののほか，本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当

な外国人研究者 

 （受入れの決定） 

第４条 外国人客員研究員の受入れの決定は，部局等の長が行うものとする。 

２ 部局等の長は，外国人客員研究員の受入れの決定を行ったときは，速やかにその旨を学

長に報告するものとする。 

 （受入れ期間） 

第５条 外国人客員研究員の受入期間は，協定等で別に定められている場合を除き，原則と

して２週間以上１年以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，部局等の長が研究を継続する必要があると認めた場合は，外

国人客員研究員の受入れ期間を延長することができる。 

３ 部局等の長は，外国人客員研究員の受入れ期間を延長したときは，その旨を学長に報告

するものとする。 

 （担当教員等） 

第６条 部局等の長は，外国人客員研究員の受入れに当たっては，当該部局等の教員等の中

から受入れ責任者（以下「担当教員等」という。）を定めるものとする。 

 （研究活動への従事等） 

第７条 外国人客員研究員は，担当教員等の助言と協力のもとに研究活動に従事するもの

とする。 

２ 部局等の長は，部局等が行う教育について，外国人客員研究員の協力を得ることができ

る。 

 （待遇） 

第８条 外国人客員研究員には本学としては，給与，謝金，渡航費，滞在費その他研究活動

に要する経費は支給しない。ただし，部局等の長が，必要があると認めた場合は，渡航費

及び滞在費の全部又は一部について支給することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，第３条第１号から第５号に基づく外国人研究者であって，当

該機関から配分される外部資金による支出が可能な場合は，部局等の長の許可のもと，謝

金，渡航費，滞在費その他研究活動に要する経費を支給することができる。 

 （災害及び健康管理） 

第９条 研究中の不慮の事故・健康管理に備え，外国人客員研究員は，本人の負担により滞

在目的及び期間に応じた傷害保険に加入しなければならない。ただし，部局等の長が，必

要があると認めた場合は，傷害保険加入の費用の全部又は一部について支給することが

できる。 

２ 外国人客員研究員の災害上の諸問題及び健康管理は，自己の責任において対処するも

のとする。 

 （施設等の利用） 



第１０条 外国人客員研究員は，その研究を遂行するために必要な本学の施設，諸設備等を

本学の教育・研究に支障のない範囲で利用することができる。 

２ 外国人客員研究員の故意又は重大な過失により本学の施設，諸設備等を減失し，又は損

傷したときは，これを原状に回復し，又はその損害を賠償しなければならない。 

 （規則等の遵守等） 

第１１条 外国人客員研究員は，国立大学法人岡山大学及び本学の諸規則等を遵守しなけ

ればならない。 

２ 部局等の長は，外国人客員研究員が前項の規定に違反し，又は外国人客員研究員として

ふさわしくない行為があったときは，本学での研究活動を停止させ，又は第４条第１項の

決定を取り消すことができる。 

 （外国に長期滞在する日本人研究者の受入れ） 

第１２条 外国に長期滞在する日本人研究者の受入れについては，この規程による外国人

客員研究員に準じて取り扱うことができる。 

 （雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか，外国人客員研究員の受入れに関し，必要な事項は，

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２２年１２月１３日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２８年１２月２０日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 



 この規程は，令和５年２月２０日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和８年２月２５日から施行する。 

 


